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令和 4年度 

四條畷市特定任期付職員（弁護士）採用試験要項 
  令和 4 年 8 月 15 日 四條畷市    

 

四條畷市では、様々な行政課題に取り組み、市民サービスのさらなる向上を

図るため、弁護士資格を有し、法律に関する高度な専門知識や経験を行政にお

いて活かしていただける方を求めています。 

 

１．募集職種・採用予定人員・受験資格  

 

募集職種  
採用予定  
人  員 

受 験 資 格 要 件  

事務職  

（法務担当） 
課長代理級  

１人 

次の１および２のいずれにも該当する人  
 
１ 弁護士資格を有し、弁護士名簿に登録されてい
る人  

 
２ 令和４年７月末日時点において弁護士として実
務経験年数が通算して１年以上ある人  

 

※選考の結果、適任者がいない場合は採用を見合わせることがあります。 

※ただし、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

・地方公務員法第 16 条（欠格条項）に該当する人  

・弁護士法第７条（弁護士の欠格事由）に該当する人  

 

２．任用期間・主な職務内容  

任用期間  主な職務内容  

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 8 年 3 月 31 日  

（３年間） 

・法令解釈に係る助言・指導  

・例規制定、改廃に係る助言・指導  

・行政不服審査、争訟に関する業務  

・職員の法務能力向上に係る研修の実施・指導  

・コンプライアンス向上に係る研修の実施・助言・指導  

・顧問弁護士への相談のサポート 

・その他法務主担課が所掌する事務  

  ※任用期間は、業務実績等により採用日から５年を限度に本人の同意を得て

延長する場合があります。 

  ※任用期間中は、営利企業等への従事制限など、地方公務員法の服務に関す

る規程が適用されますので、現在の弁護士業務を停止する必要があります。

（弁護士登録を抹消する必要はありません。） 
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３．試験の内容、試験日程  

  試験は、次のとおり行います。 

① １次試験  

個別面接  

（Ｗｅｂ面接） 

 
面接予定日  １０月２９日（土） 
Ｗｅｂ面接の方法や日時等の詳細は申込者に通知しま
す。 
 

適性試験  

 
申込締め切り後（10 月 17 日以降を予定）、受験者
に適性試験の受験案内メール（受験期間、受験方法）
を送付します。受験期間中にネット環境（スマートフォ
ン、パソコン等）から受験してください。 
※特別な公務員試験対策は不要です。 
 

 ※個別面接（Web）とは、テレビ電話機能を活用してオンライン上でリアルタイム

に面接を行うことです。 

 

② 2 次試験（最終試験） 

 ※詳細は 1 次試験合格者に通知します。 

科 目  内 容  

個別面接  

（対面） 

 
１１月 19 日（土） 
四條畷市役所（大阪府四條畷市中野本町 1番 1号）
で実施予定です。 
 

論述試験  

 
行政で起こり得る事象に関する法務知識や考えを記
述いただきます。 
1次試験合格発表から 2次試験の間に提出期間を設
けます。 
 

※個別面接（対面）とは、四條畷市役所に来庁いただいて行う面接です。 

新型コロナウイルス感染症対策を講じて行います。 

※いずれも申込人数や新型コロナウイルス感染症の状況によって日程変更の可

能性があります。 

 

４．合格者の発表  

合格、不合格にかかわらず、受験者本人宛に通知します。 

結果通知予定時期  

  １次試験       ：面接試験実施後から 1 週間程度を予定  

  2 次試験（最終） ：12 月上旬を予定  

 

※合格発表後、申込書等の記載事項に不正があった場合には合格を取り消し

ます。 
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５．受験手続き及び試験申込み受付期間等  

(１)受験手続について 

市ホームページの専用フォームから申込みをしてください。 

※受験手続上の注意  

(ⅰ)申込入力事項等に不備があるときは受付できません。この場合、改め

て申込入力していただくことになります。 

(ⅱ) (ⅰ)により生じた遅延や通信状況による遅延のほか、いかなる理由

であっても受付期間経過後の受付は一切いたしませんので、お早めに

受験手続きをしてください。 

 (２)次の申込み書類を申込時に添付してください。 

① 採用試験申込書（本市所定のもの） 

② 職務経験報告書（本市所定のもの） 

③ 受験資格となる資格証明書（弁護士登録証明書または司法修習修了

証の写し等） 

※採用試験申込書の記載事項に不正があることが判明した場合、弁護士

資格を喪失した場合及び弁護士名簿から登録を抹消された場合には、

合格（採用）を取り消します。なお、職務経験年数が不足する場合や職務

経験年数が確認できない場合も同様とします。 

※ネット環境が無い等によりホームページ上からの申込が難しい場合は郵

送での対応をいたしますので、四條畷市人事課までお問い合わせくださ

い。 

 

(３)試験申込み受付期間  

令和４年８月１５日（月）９時から令和４年１０月１４日（金）１７時まで 

※期間を過ぎると受付できませんので、余裕をもって申し込みを完了してくだ

さい。 

 

(４) 手続き上の注意事項  

提出書類は、一切お返ししません。 

なお、採用試験に関して提出された個人情報は、採用試験実施の円滑な遂行

のために用い、それ以外の目的には使用しません。 

 

 

６．採用の時期等  

  令和５年４月１日を予定。 

離職等の事情をふまえ、可能な範囲で着任日のご相談に応じます。 
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７．勤務条件  

 （１）勤務時間           ８時４５分～１７時１５分 

（１２時から１２時４５分まで休憩時間） 

 （２）勤務を要しない日    土・日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 （３）年次有給休暇       １年度につき２０日付与します（初年は採用日に応じ 

た日数となります）。 

 （４）社会保険         大阪府市町村職員共済組合に加入します。 

                    （雇用保険は適用除外となります。） 

   

８．給与等（令和４年８月現在） 

役職  給料格付  
給与月額  

（地域手当込み） 

年収見込額  

（期末手当込み） 

課長代理級  ２号 ４４７，３２０円 約６８０万円  

     ※制度の改正により、金額が変わることがあります。        

※その他、通勤手当、退職手当が支給されます。なお、ご着任後初回の期末

手当については期間率による割落としがあります。 

※昇給はありません。 

※扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、勤勉手当及び管

理職手当等は、支給されません。 

※弁護士会の会費等は自己負担となります。 

 

 
９．問い合わせ先  

   〒５７５－８５０１ 大阪府四條畷市中野本町１番１号  

電話番号 ０７２－８７７－２１２１（代表） 

 

・特定任期付職員の採用選考に関すること  総務部人事課  

    ・職務内容に関すること                総務部総務課  
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１０．試験会場付近の地図  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ＪＲ学研都市線四条畷駅から  

  ・京阪バス大和田駅行き又は国道中野経由イオンモール四條畷行きで、

四條畷市役所下車  

 

※  京阪電車大和田駅から  

・京阪バス四条畷駅行き、又は清滝団地行きで四條畷市役所下車  

 

※自動車でのご来場はご遠慮ください。   

※受動喫煙防止条例の制定に伴い、四條畷市内では路上喫煙が禁止されてい
ます。市役所内は喫煙所が設けてありますので、喫煙は所定の場所でお願
いします。  

 

 

 

 

 

Ｎ  

 ＪＲ  
四條畷市役所   学研都市線  
   本館  東別館  

 市民総合  
  体育館  

四條畷  
 西中学校  

  ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄ 

国道 163 号  

蔀屋交差点  西中野  ﾚｽﾄﾗﾝ 京阪バス  東中野  
 交差点  四條畷市役所   交差点  バス停  
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